
高齢者の相談から（災害に便乗した悪質商法）

厳しい残暑が続きます 熱中症に注意しましょう

実は・・・
実際におりる保険金額が工事費用より少額だった場合、修理

工事を行わなかったり、手数料という名目で支払いを要求され
ることがあります。
業者に任せきりにしていると、ウソの理由で保険金請求され

て知らない間に詐欺に加担してしまう恐れがあります。

ポイント
• 災害により被害を受けたら、慌てずに複数の業者から工事の見積もりを

取り検討しましょう。
• 保険の適用対象となるか、申請の方法などを加入の保険会社に確認しま

しょう。必要書類等詳しく教えてくれるので自分でできることがほとん
どです。

【相談】 台風で雨どいが壊れ外壁もはがれた。「火災保険で修理できる」
という業者が突然来訪し、保険請求手続の代行と住宅修理を依頼
したがやめたい。

～50年前からあなたのとなりに～

堺市立 消費生活センター
堺市堺区北瓦町2丁4番16号 （相談）072-221-71４６

センター定期便
Vol.９

困ったとき、悩んだときは消費生活センターへ

堺市立 消費生活センター

住所 堺区北瓦町2丁4番16号 堺富士ビル6階（堺東駅前スグ）
電話 （相談）０７２－２２１－７１４６ （事務）０７２－２２１－７９０８
FAX ０７２－２２１－２７９６ メール syoseise@city.sakai.lg.jp

ココが
ツイッターやってます！

８月も過ぎ、真夏に比べ気温が低くなってきましたがまだまだ暑い日が続いて
います。引き続き熱中症対策を行いましょう！

！

〇室内外問わず、こまめな水分補給を〇
市販されている経口補水液には塩分や糖分が含まれています。
水やお茶も並行して水分補給してください。

９月は
防災月間です


